
精華町公共的活動総合補償制度実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、精華町公共的活動総合補償制度（以下「補償制

度」という。）をもって、公共的活動中の事故により生じた損害を

補償するために必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

（１）公共的活動 別表第１に掲げる活動のうち、精華町内において

、本来の職場を離れて自発的に行われる公共性のある活動であっ

て、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 活動が計画的かつ継続的に行われるものであること。

イ 報酬（実費の弁償に相当するものを除く。）を伴うものでな

いこと。

ウ 政治、宗教又は営利を目的とするものでないこと。

エ 学校、幼稚園又は保育所の行事（クラブ活動を含む。）とし

て行うものでないこと。

オ 保育を目的とするものでないこと。

カ 構成員等の自己啓発、技術向上、競技、趣味、親睦等を主た

る目的とするものでないこと。

キ 宿泊を伴うものでないこと。

（２）公共的活動団体 ３人以上の町民（精華町内に在住し、在勤し

、又は在学する者）により構成された団体であって、公共的活動

を行うことを主たる目的とする団体をいう。

（３）指導者 公共的活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者

又はこれに準ずる者（町外在住者を含む。）をいう。

（４）構成員 公共的活動団体を構成する者（町外在住者を含む。）

をいう。

（５）参加者 精華町が行う事業であって、公共的活動に準ずるもの

に参加中の者（町外在住者を含み、観覧者、見学者、公共的活動

団体等が行うサービス又はこれを実施している施設を利用してい

るだけの者及び乳児等の自発的参加意思の無い者を除く。）をい



う。

（６）賠償補償対象者 公共的活動団体、指導者、構成員及び参加者

をいう。

（７）傷害補償対象者 指導者、構成員及び参加者をいう。

（保険契約）

第３条 町長は、補償制度を実施するため、予算の範囲内において、

損害保険会社と保険契約を締結するものとする。

２ 補償制度の保険期間は、毎年４月１日の午後４時に始まり、翌年

４月１日午後４時に終わるものとする。

（補償対象事故）

第４条 補償制度の対象となる事故は、次に掲げるものとする。

（１）賠償責任事故 賠償補償対象者が、公共的活動中の不測の事故

により、第三者の生命、身体又は財物等に損害を与え、法律上の

賠償責任を負う事故

（２）傷害事故 公共的活動中（活動に参加するための所定の場所と

自宅との通常経路における往復途上を含む。）に発生した急激か

つ偶然な外来の事故又は熱中症、細菌性食中毒若しくはウイルス

性食中毒で、傷害補償対象者が死亡し、又は負傷した事故

（適用除外）

第５条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事故の区分に応じ、当

該各号に定める事故等については、補償制度の対象としない。

（１）賠償責任事故 次に掲げる事故

ア 賠償補償対象者の故意又は重大な過失による事故

イ 航空機、自動車、原動機付自転車又は昇降機による事故

ウ 動物による事故

エ 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対して賠償責任を

負う事故

（２）傷害事故 次に掲げる事故等

ア 傷害補償対象者又はその法定代理人の故意又は重大な過失に

よる事故

イ 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事

故

ウ 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故



エ 自動車、原動機付自転車による事故（自動車保険、自動車損

害賠償責任保険等の対象とならない場合を除く。）

オ チェーンソー利用、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、

グライダー操縦、ヨット操縦、パラセール搭乗、パラグライダ

ー搭乗、飛行船搭乗、ハングライダー搭乗その他これらに類す

る危険な活動による事故

カ 他覚症状のない腰痛、むちうち症（頸部症候群）

２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる事故等については、補償制

度の対象としない。

（１）地震、噴火、津波又はこれらに類する自然変象による事故

（２）戦争、暴動、変乱、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうに

よる事故

（３）保険契約に適用される保険約款、特約条項等に定めのある免責

事項に該当するもの

（賠償責任事故の補償の種類、限度額及び免責額）

第６条 賠償責任事故の補償の種類、補償限度額及び免責額は、別表

第２に定めるとおりとする。

（傷害事故の補償の種類及び額）

第７条 傷害事故の補償の種類、支給事由及び補償額は、別表第３に

定めるとおりとする。

（事故の報告）

第８条 公共的活動団体は、公共的活動中に事故が発生したときは、

速やかに精華町公共的活動事故報告書（別記様式）に必要書類を添

えて町長に報告しなければならない。ただし、町長が特別の事情が

あると認める場合は、この限りでない。

（事故の判定）

第９条 町長は、前条の報告書を受け付けたときは、その内容が補償

制度の対象となる事故であるかどうかを確認し、その結果を損害保

険会社へ通知するものとする。

（補償金の請求）

第１０条 賠償責任事故の補償金の支払いを受けようとする者は、賠

償責任に係る訴訟、仲裁、和解その他法律的な解決を終えた後に、

町長が指定する請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければな



らない。

２ 傷害事故の補償金の支払いを受けようとする者は、別表第３に定

める支給事由の充足が確定した後（入院補償及び通院補償にあって

は、全ての治療が完了した後）に、町長が指定する請求書に関係書

類を添えて町長に提出しなければならない。

（補償金の支払い等）

第１１条 町長は、前条の規定による請求があったときは、保険契約

に基づき、損害保険会社へ保険金請求を行う。

２ 損害保険会社は、前項の保険金請求があったときは、町長が指定

した金融機関の口座に振り込むことにより当該保険金を支払うもの

とする。

３ 前項の規定による支払いが行われたことをもって、町長が補償金

を支払ったものとする。

（支払通知）

第１２条 損害保険会社は、前条第２項の規定により保険金を支払っ

たときは、速やかに町長及び補償金請求者に通知しなければならな

い。

（その他）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補償制度の運用に関し必要

な事項は、保険契約に定めるところによる。

２ 補償制度の運用に関し疑義が生じた場合は、町長と損害保険会社

が協議して定めるものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第１（第２条関係）

活動内容 活動の例

清掃・リサイクル活動 公園清掃、草刈り、資源回収等

環境保全活動 自然保護、緑化活動等

地域防災・防犯活動 防災訓練、防火活動、防犯パトロール

、避難所での配食活動等



別表第２（第６条関係）

別表第３（第７条関係）

交通安全活動 交通安全啓発活動等

青少年健全育成活動 非行防止パトロール、登下校見守り等

高齢者・障がい者支援活動 生活介助、手話通訳等

社会福祉施設への協力活動 福祉施設への慰問、送迎の介助等

国際交流・多文化共生に関

する活動

日本語教室、通訳支援等

健康・食育に関する活動 健康体操、食育啓発等

スポーツの普及活動 運動教室での指導、試合の審判等

文化の振興活動 伝統文化・地域文化の伝承活動、文化

活動の指導、コンサート運営等

学習指導活動 教養指導、学習会の運営等

まちづくり活動 自治会運営、地域イベント運営等

地域福祉活動 居場所づくり活動等

その他町長が認める活動 不特定かつ多数のものの利益の増進に

寄与することを目的とする活動であっ

て、町長が認めるもの

補償の種類 補償限度額 免責額

対人賠償 １人につき５，０００万円

１事故につき１億円

１事故につき１万円

対物賠償 １事故につき５００万円

受託物賠償 １事故につき３００万円

補償の種類 支給事由 補償額

死亡補償 傷害により、事故発生日か

ら起算して１８０日以内に

死亡したこと。

３００万円

後遺障がい

補償

傷害により、事故発生日か

ら起算して１８０日以内に

後遺障がいが生じたこと。

後遺障がいの程度に応

じ、３００万円に保険

契約に適用される約款

に定める割合を乗じて

得た金額



入院補償 傷害により、平常の業務又

は生活ができなくなり、入

院したこと。

日額３，０００円（事

故発生日から起算して

１８０日以内の間に限

る。）

通院補償 傷害により、平常の業務又

は生活に支障が生じ、通院

したこと。

日額２，０００円（事

故発生日から起算して

１８０日以内の間にお

いて、９０日を限度と

する。）



別記様式（第８条関係）

精華町公共的活動事故報告書

年 月 日

事故が発生したので、精華町公共的活動総合補償制度の適用を受けたく報告します。

添付資料 １．当日の参加者名簿

２．当日の行事予定表、計画表等

３．団体規約等の団体の概要がわかる資料（町が行う事業にあっては、事業概要がわかるもの）

４．活動に参加するための往復途上における事故の場合は、その経路図 （表面）

団体名

代表者 氏名

生年月日 大正・昭和・平成・令和 年 月 日

住所

電話番号

警察への届出 有り（ 警察署）・無し

事故発生日時 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分頃

事故発生場所

傷害事故の受傷者

又は

賠償事故の加害者

氏名
ふりがな

性別

活動の 指導者・構成員・参加者

生年月日 大正・昭和・平成・令和 年 月 日（ 才）

住所

電話番号

当日の活動内容

事故発生の状況 事故発生現場見取図



（裏面）

□

賠

償

責

任

事

故

被害者 氏名
ふりがな

性別

生年月日 大正・昭和・平成・令和 年 月 日（ 才）

住所

電話番号

□

対

人

負傷部位等

※死亡の場合は死亡日も記入

打撲・切り傷・擦り傷・断裂・捻挫・脱臼・

単純骨折・複雑骨折・火傷・食中毒・

その他（ ）

治療見込日数 通院 日・入院 日

医療

機関

名称

住所

電話番号

□

対

物

被害物

所有者

所在地

損害額 円 確定・見込み

□

傷

害

事

故

負傷部位等

※死亡の場合は死亡日も記入

打撲・切り傷・擦り傷・断裂・捻挫・脱臼・

単純骨折・複雑骨折・火傷・食中毒・

その他（ ）

治療見込日数 通院 日・入院 日

医療

機関

名称

住所

電話番号

事故証明者

（受傷者又

は加害者以

外の者）

年 月 日 上記事故は事実に相違ありません。

（団体名）

氏名
※公共的活動団体の事故にあっては、団体の代表者が記入すること。ただし、代表者が受傷者

又は加害者である場合は、代表者以外の者が記入すること。

住所

担当部署 精華町 部 課・室 係

担当者氏名

電話番号


